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誘導灯消灯タイムスケジュール

　令和　　　年　　　月　　　日（　　　）から　　令和　　　年　　　月　　　日（　　　）まで
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誘導灯消灯手続について 

旭川市民文化会館/旭川市公会堂 

 

誘導灯消灯を御希望の方は，次の条件・対応を遵守していただくことを御了承の上, 事前に手続をし

てください。 

 

１ 誘導灯の消灯・点灯方法 

（１） 消灯できるのは, 避難口誘導灯です。足元灯の消灯はできません。 

（２） 避難口誘導灯は一括消灯となります。  

（３） 客席照明の明暗と連動して, 避難口誘導灯が点灯，消灯します。客席照明を残した状態で, 避

難口誘導灯のみを消灯することはできません。連動スイッチはホール職員が操作します。  

（４） 本番中であっても火災報知設備が作動した場合, 火災報知設備と連動して避難口誘導灯が強

制的に点灯します。  

（５） 危険防止のために点灯が必要と認められる場合は, ホール職員の判断で主催者の承諾なく手

動で避難口誘導灯を点灯します。  

２ 消灯の条件 

（１） 誘導灯の点灯が演出上，特に障害となる時間帯に限定すること。  

（２） 公演開始前に場内放送により, 入場者に対し誘導灯を消灯する旨を, 周知すること。  

（３） 入場者の客層が高齢者や子供である場合など, 内容によっては消灯できない場合があること。 

（４） 事前に旭川市民文化会館事務室へ許可願を提出すること。 

３ 放送例文 

（例文） 

「本日の公演は，演出上の都合により,誘導灯を消灯します。消灯中は場内が大変暗くなり, 危険

ですので席を離れないでください。なお, 非常の際には誘導灯が点灯しますが，あらかじめ非常

口を御確認ください。」など 

４ 消灯の手続 

使用日の 7日前までに, 所定の「誘導灯消灯許可願」を提出してください。 

添付書類として, 「誘導灯消灯タイムスケジュール」「誘導灯消灯に伴う放送文」が必要となり

ます。 



 

 

誘導灯消灯許可願 

（宛先）旭川市民文化会館長  

旭川市民文化会館/旭川市公会堂 

次の内容で，誘導灯の消灯を申請します。 令和   年   月   日 

申請者 住  所 （〒    ―     ） 

 

名前 
（団体名及

び代表者名） 

 

ホ ー ル 名 □大ホール    □小ホール   □公会堂   （※該当ホールにチェックを付ける。） 

消 灯 す る 期 間 令和  年  月  日（   ）～令和  年  月  日（   ） 

行 事 名  

舞 台 責 任 者  

照 明 責 任 者  

会 場 責 任 者  

消 灯 す る 理 由 

 

 

（添付書類） 

 □誘導灯消灯タイムスケジュール 

 □誘導灯消灯に伴う放送文 

  

（承認の条件） 

 「誘導灯消灯手続について」に記載のとおり。 

 

起案    ・    ・ 決定区分  館 長 主 査 係  通 知 担 当 

決裁    ・    ・ 承認 

不承認 

     

通知    ・    ・ 


